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８月２４日、第８回の前田さん本人訴訟が大阪地裁にて開催され、１２月３日の次回期

日に、前田さんのボーナスカットに関わった現場管理者８人が被告証人として出廷するこ

とが決定しました。

※ 次回期日 １２月３日１０時～１７時

場所 大阪地方裁判所法廷

【被告管理者】

上田 光博 助役
中嶋 均 助役
新井 正行 助役
辻井 勇 助役
新田 豊幸 助役
菊池 宗久 助役
雨川 孝一 助役
伴 仁美 助役

雨川助役、新田助役は退職後も１０月９日開催の竹本さん本人訴訟に続き、２

回も法廷に立たれることになりました。ご苦労様です！

乗務員の皆さん！上記の管理者に聞いてほしいことがありましたら、

是非とも東海労大二運分会役員までお知らせ下さい！


